
加東市働く世代住宅取得支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、本市の人口増加と働く世代の定住化を促進し、魅力あるまちづくりの

推進を図るため、市内に住宅を取得した者に対し、住宅取得費の一部を補助することにつ

いて、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 補助金 働く世代住宅取得支援補助金（以下「働く世代補助金」という。）、子育て

世代応援上乗せ補助金（以下「子育て上乗せ補助金」という。）及び地元業者上乗せ補

助金をいう。 

(2) 地元業者 法人については、市内に登記上の本店又は支店を有するものをいい、個人

経営については、市内に住所を有するものをいう。 

(3) 住宅取得 自己の居住のために、市内に住宅を新築し、又は購入（中古住宅の購入を

含み、三親等以内の者からの購入を除く。）し、かつ、当該住宅の所有権登記をするこ

とをいう。 

(4) 改修工事 住宅取得後に修繕、改築、増築又は住宅の機能向上のために行う補修、改

造若しくは設備改善のための工事をいう。 

(5) 住宅 専ら自己の居住の用に供する戸建家屋で、玄関、居室、便所、台所、風呂及び

その他居住に必要な機能を備えるものをいう。 

（働く世代補助の対象者） 

第３条 働く世代補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する

者とする。 

 (1) 申請日現在において、建物の売買契約又は工事請負契約が未締結であり、交付決定後

に契約することができる者であること。 

(2) 働く世代補助金の申請日において、交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

の前年（申請日の属する月が４月から６月までの場合にあっては、前々年。以下同じ。）

の年間総所得金額（申請者が配偶者を有する場合にあっては、申請者及び配偶者の前年

の年間総所得金額の合計額）が４００万円以下であること。 

(3) 働く世代補助金の申請日において、申請者（申請者が配偶者を有する場合にあっては、

申請者及び配偶者）の年齢が、３９歳以下であること。 



(4) 働く世代補助金の交付決定後、申請者世帯が新たに取得した住宅に１０年間継続して

居住すること。 

(5) 新たに取得する住宅費用が、改造工事費も含め５００万円以上であること。 

(6) 市税その他市の債権に係る徴収金を世帯構成員全員が滞納していないこと。 

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。 

（子育て上乗せ補助の対象者） 

第４条 子育て上乗せ補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当

する者とする。 

(1) 前条に規定する働く世代補助金の対象者であること。 

(2) 子育て上乗せ補助金の申請日において、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある生計を一にする子ども（母子健康手帳等で出産予定であることが確認でき

る胎児を含む。）がいる世帯に属する者であること。 

（地元業者上乗せ補助の対象者） 

第５条 地元業者上乗せ補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該

当する者とする。 

(1) 第３条に規定する働く世代補助金の対象者であること。 

(2) 地元業者から住宅取得をし、又は地元業者で改修工事を行った者 

（補助対象住宅） 

第６条 働く世代補助金及び子育て上乗せ補助金の交付対象となる住宅は、次の各号のいず

れにも該当する住宅とする。 

(1) 市内に所在する住宅であること。 

(2) 申請者世帯が居住するための住宅であること。 

(3) 申請者が売買契約又は工事請負契約を行い、申請者の名義で所有権保存の登記又は所

有権移転の登記がされる住宅であること。 

(4) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他の法令に適合した住宅であること。 

(5) 下水道の集合処理区域内においては、水洗便所に改造されていること。 

(6) 下水道の集合処理区域外においては、合併処理浄化槽が設置されていること。 

２ 地元業者上乗せ補助金の交付対象となる住宅は、働く世代補助金の交付対象となる住宅

であって、申請者が、地元業者から住宅取得をし、又は地元業者で改修工事を行ったもの

とする。ただし、改修工事にあっては、次の各号のいずれにも該当する工事とする。 

(1) 次のいずれかに該当する工事であって、その工事費が２０万円以上であること。 



ア 床、天井、屋根、外壁等の内装工事又は外装工事 

イ 便所、台所、風呂等の水回りの改修工事又は設備工事 

(2) 第９条第１項の交付決定があった日以後に着工された工事であること。 

(3) 建築基準法その他の法令に適合した工事であること。 

３ 前項の規定にかかわらず、市外業者が元請であり、工事請負契約が数次にわたる新築に

係る工事又は改修工事であって、当該工事請負額の２分の１以上の工事を市内業者が請け

負っているときは、地元業者上乗せ補助金の交付対象となる住宅とみなす。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる住宅は、補助金の交付対象と

なる住宅としない。 

(1) 公共工事の施行に伴う補償対象となる住宅 

(2) 次のいずれかの補助金等の交付を受け、又は受ける見込みである住宅 

ア 加東市住宅耐震化建替事業補助金交付要綱（平成２７年加東市告示第５９号）によ

る補助金 

イ 加東市住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱（平成２９年加東市告示第８９号）に

よる補助金 

ウ 加東市住宅部分型耐震化事業補助金交付要綱（平成２８年加東市告示第７０号）に

よる補助金 

エ 加東市防災ベッド等設置事業補助金交付要綱（平成２７年加東市告示第６０号）に

よる補助金 

オ 加東市人生いきいき住宅助成事業実施要綱（平成１８年加東市告示第５１号）によ

る助成金 

カ 加東市重度心身障害者（児）日常生活用具費の給付に関する要綱（平成１８年加東

市告示第２１８号）による住宅改修に係る費用に対する給付 

キ 加東市エコハウス設備設置補助金交付要綱（平成２８年加東市告示第７５号）によ

る補助金 

ク 加東市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱（平成１８年加東市告示第１１９号）に

よる補助金 

ケ 加東市水洗便所等改造資金助成規則（平成１８年加東市規則第１２３号）による助

成金 

コ 加東市結婚新生活支援補助金交付要綱（平成２８年加東市告示第１５６号）による

補助金 

サ 加東市空家活用支援事業補助金交付要綱（平成２９年加東市告示第８８号）による



補助金 

（補助金の額） 

第７条 働く世代補助金の額は、２０万円とし、予算の範囲内で交付する。 

２ 子育て上乗せ補助金の額は、２０万円とし、予算の範囲内で交付する。 

３ 地元業者上乗せ補助金の額は、１０万円とし、予算の範囲内で交付する。 

（補助金の交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者は、加東市働く世代住宅取得支援事業補助金交付

申請書（様式第１号。以下「交付申請書」という。）に、次の各号に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

(1) 加東市働く世代住宅取得支援事業補助金交付申請事前調査書兼同意書（様式第２号） 

(2) 住民票謄本 

(3) 申請者及び配偶者を有する場合にあっては、その配偶者の前年の所得証明書 

 (4) 収支予算書（様式第３号） 

(5) 売買見積書の写し又は工事見積書の写し 

(6) 付近見取図（新しく取得する住宅の位置を明示したもの） 

(7) 改修工事着手前の写真（改修工事を行う場合に限る。） 

(8) 母子健康手帳等の出産予定であることを証する書類（子育て世代応援上乗せ補助金を

申請する場合であって、当該補助金の対象要件である子どもが当該出産予定の胎児のみ

であるときに限る。） 

(9) 市内業者の施工割合が分かる書類（地元業者上乗せ補助金を申請する場合であって、

工事の元請業者が市外業者であるときに限る。） 

（交付決定等） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、当該申請が

適当であると認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付の決定（以下「交付決定」とい

う。）を行い、加東市働く世代住宅取得支援事業補助金交付決定通知書（様式第４号。以

下「交付決定通知書」という。）により当該申請者に通知するものとする。 

２ 前項の審査により、当該申請が適当でないと認めたときは、加東市働く世代住宅取得支

援事業補助金不交付決定通知書（様式第５号。以下「不交付決定通知書」という。）によ

り当該申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、交付決定の通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）が、補助事業に着

手したときは、その工事内容及び進捗状況について報告を求めることができる。 

（工事期間が翌年度にわたる場合の取扱い） 



第１０条 新築に係る工事又は改修工事の期間が補助金の交付申請を行う年度（以下「初年

度」という。）の翌年度にわたる場合は、初年度においては、工事の計画の承認のみを行

うものとする。 

２ 初年度における申請は、第８条の規定を準用する。この場合において、交付申請書中「補

助金交付申請書」とあるのは「計画承認申請書」と、「第８条」とあるのは「第１０条第

２項において準用する第８条」と読み替えるものとする。 

３ 初年度における申請を受理した場合の審査及び決定については、前条第１項及び第２項

の規定を準用する。この場合において、前条第１項中「予算の範囲内で補助金の交付の決

定（以下「交付決定」という。）」とあるのは「計画の承認」と、交付決定通知書中「交

付決定通知書」とあるのは「計画承認通知書」と、「金       円を下記の条件を

付して交付することに決定」とあるのは「計画を下記の条件を付して承認」と、「第９条

第１項」とあるのは「第１０条第３項において準用する第９条第１項」と、「補助金の額」

とあるのは「補助金の予定額」と、不交付決定通知書中「働く世帯住宅取得支援事業補助

金」とあるのは「働く世帯住宅取得支援事業」と、「不交付決定通知書」とあるのは「不

承認決定通知書」と、「交付しない」とあるのは「承認しない」と、「第９条第２項」と

あるのは「第１０条第３項において準用する第９条第２項」と、「不交付の理由」とある

のは「不承認の理由」と読み替えるものとする。 

４ 第１項の規定による計画の承認は、初年度の翌年度の補助金の交付を担保するものでは

ない。 

５ 第３項において読み替えて適用する第９条第１項の計画の承認を受けた申請者（以下「計

画承認者」という。）は、初年度の翌年度において、交付申請書をあらためて提出しなけ

ればならない。ただし、第８条各号に掲げる書類の提出は省略することができる。 

６ 市長は、前項の交付申請書を受理したときは、予算の範囲内で補助金の額を決定し、交

付決定通知書により計画承認者に通知するものとする。 

（交付決定内容の変更） 

第１１条 交付決定者は、交付決定の内容について変更が生じたときは、加東市働く世代住

宅取得支援事業補助金変更交付申請書（様式第６号）に関係書類を添えて、市長に提出し

なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、当該申請が適当

であると認めるときは、予算の範囲内で交付決定額の変更を決定し、加東市働く世代住宅

取得支援事業補助金変更交付決定通知書（様式第７号）により、交付決定者に通知するも

のとする。 



（補助事業の中止等） 

第１２条 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、加東市働く世

代住宅取得支援事業中止（廃止）届（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を審査の上、承認すべきもの

と認めたときは、加東市働く世代住宅取得支援事業中止（廃止）承認通知書（様式第９号）

により、当該届出者に通知するものとする。 

３ 補助事業を中止し、又は廃止した交付決定者には、既に補助事業の一部に着手していた

場合であっても、その実績に応じた補助金の交付は行わないものとする。 

（実績報告） 

第１３条 交付決定者は、補助金の請求時に、加東市働く世代住宅取得支援事業実績報告書

（様式第１０号）に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 住民票謄本 

(2) 収支決算書（様式第１１号） 

(3) 売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し 

(4) 建物登記簿の全部事項証明書 

(5) 補助事業に要した経費の領収書の写し 

(6) 工事中及び改修後の写真（改修工事を行った場合に限り、工事中の写真は改修後の隠

蔽部分が確認できるものとする。） 

（補助金の額の通知） 

第１４条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、当該実績報

告が適正であると認めたときは、交付する補助金の額を加東市働く世代住宅取得支援事業

補助金額確定通知書（様式第１２号）により当該交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第１５条 交付決定者は、加東市働く世代住宅取得支援事業補助金請求書（様式第１３号）

を市長に提出することにより、補助金の請求を行うものとする。 

２ 市長は、前項の請求により、補助金の交付を行うものとする。 

３ 補助金の交付は、一の住宅につき１回限りとする。 

（交付決定の取消し） 

第１６条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。 

(2) 交付決定の条件に違反したとき。 



(3) 補助事業を当該補助事業の実施予定期間中に着手しなかったとき。 

(4) 第３条、第４条又は第５条に規定する補助の対象者でなくなったとき。 

(5) 補助事業の対象となる住宅が、第６条第４項各号に規定する住宅に該当したとき。 

(6) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、加東市働く世代住宅取得支援

事業補助金交付決定取消通知書（様式第１４号）により、当該交付決定者に通知するもの

とする。 

（補助金の返還） 

第１７条 市長は、前条第１項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消

しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、当該取消しの決定の日の翌日か

ら起算して１５日以内の期限を定めて、加東市働く世代住宅取得支援事業補助金返還命令

書（様式第１５号）によりその返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、天災地変その他交付決定者の責に帰することのできない理由又は死亡、破産、

転勤等のやむを得ない事情があると認めるときは、これを減額し、又は免除することがで

きる。 

（加算金及び遅延利息） 

第１８条 交付決定者は、前条第１項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その

命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年１０．

９５パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。 

２ 交付決定者は、前条第１項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納

付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につ

き年１０．９５パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。 

３ 前２項の場合において、加算金又は遅延利息を計算する場合の年当たりの割合は、閏年

の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合とする。 

４ 市長は、第１項又は第２項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、

加算金又は遅延利息の全部又は一部を免除することができる。 

（台帳の整備） 

第１９条 市長は、補助の執行状況を明らかにするため加東市働く世代住宅取得支援事業補

助金台帳（様式第１６号）を整備するものとする。 

（その他） 

第２０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 



附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

附 則（平成３０年３月３０日告示第５４号） 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３０日告示第３８号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月３１日告示第６３号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の加東市働く世代住宅取得支援事業補助金交付要綱の規定は、こ

の告示の施行日以後の申請に係る補助金の交付手続に関し適用し、同日前の申請に係る補

助金の交付手続については、なお従前の例による。 


